
【大淀川・小丸川水系】流域治水の具体的な取組内容の共有

国土交通省 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４～Ｐ１４
・気候変動を踏まえた「大淀川水系河川整備基本方針」変更の概要
・大岩田遊水地整備事業
・大淀川上流内水対策検討会
・大淀川上流水害対策検討会

・宮崎市流域治水勉強会
・高鍋町流域治水勉強会の開催
・NPOや関係機関と連携したシンポジウムの開催
・流出抑制対策の検討（雨水浸透施設等）
・自治体職員向け勉強会

林野庁（宮崎森林管理署） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５～Ｐ１６
・河川上流域（国有林）における森林整備・治山対策

林野庁（西都児湯森林管理署） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１７～Ｐ１８

・河川上流域（国有林）における森林整備・治山対策

宮崎県 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１９～Ｐ２６
大淀川水系 ・河川整備（樹木伐採・河道掘削）

・公園における流出抑制対策（宮崎県総合文化公園）
・河川上流域（民有林）における森林整備・治山対策
・農業用ため池の整備
・いのちとくらしを守る土砂災害対策

小丸川水系 ・河川上流域（民有林）における森林整備・治山対策
・土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害リスク情報の充実化

資料５
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【大淀川・小丸川水系】流域治水の具体的な取組内容の共有

鹿児島県 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２７～Ｐ２８
・河川整備（築堤・護岸整備・河道掘削）

宮崎市 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２９～Ｐ３０
・内水ハザードマップ作成を踏まえた雨水出水浸水想定区域図の作成

都城市 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３１～Ｐ３５
・内水被害軽減対策

雨水バイパス管整備
可搬式ポンプ設置

・流出抑制対策
雨水貯留タンク設置補助制度創設
ため池事前放流や田んぼダム推進
雨水浸透施設の設置推進

・その他対策
雨水出水浸水想定区域の指定
立地適正化計画の見直し

浸水センサーによる浸水情報把握

日向市 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３６～Ｐ３８
・河道に支障となる草木や堆積土砂等の撤去
・河川パトロールによる水災害リスク情報の把握
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【大淀川・小丸川水系】流域治水の具体的な取組内容の共有

高鍋町 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３９～Ｐ４１
・小丸川宮越地区総合内水対策計画における高鍋町の取組

・雨水地下貯留施設の事例紹介

森林整備センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４２～Ｐ４４
・水源林造成事業による森林の整備・保全
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■気候変動を踏まえた「大淀川水系河川整備基本方針」変更の概要

■大岩田遊水地整備事業

■大淀川上流内水対策検討会

■大淀川上流流域水害対策検討会の開催

■宮崎市流域治水勉強会

■高鍋町流域治水勉強会の開催

■NPOや関係機関と連携したシンポジウムの開催

■ 流出抑制対策の検討（雨水浸透施設等）

■自治体職員向け勉強会

国土交通省 宮崎河川国道事務所

流域治水の取組内容
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大淀川河川整備基本方針策定
お お よ ど が わ

5

新規



■大淀川と萩原川の合流する場所に「遊水地」を整備中。

■洪水時に遊水地で洪水をため込み、下流の水位低下を図る。

■令和６年１２月に着工式を開催し、本格着手。引き続き、遊水地内の掘削等実施。

■令和７年度は遊水地内の掘削と低水護岸の施工を実施。

大岩田遊水地整備事業

R７年度工事状況

遊水地内掘削

大岩田遊水地

R8.2末時点 6
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7

検討会の開催状況

令和4年台風14号による実績浸水状況（都城市下川東地区）

検討会の委員

○令和4年9月に発生した台風14号に伴う記録的な降雨により、都城市下川東地区において甚大な内水被害が発生。家屋の浸水被害軽減に向けた
今後の対応方針を決定するため、専門的な知識を有する学識者及び国・県・市において「令和4年9月台風14号大淀川上流内水対策検討会」を設置。

○国による河道掘削及び遊水地整備、樋管ゲートの無動力化等、都城市による雨水対策施設等の整備及び流域治水の考え方を取り入れた流出抑制
対策等のハード対策のほか、ソフト対策、維持管理、災害時の支援などを盛り込んだ「今後の対応方針」を令和5年3月に策定・公表。

浸水被害の状況 今後の対応事例

【国】大岩田遊水地整
備

【国】 河道掘削

横市川

下川東地区

【国】 樋管ゲートの無動力化
（川東第4樋管）

【都城市】雨水対策施設等整
備
※位置、諸元等の詳細は検討中

【国】【宮崎県】【都城市】
流出抑制対策の検討

【宮崎県】河道掘削

■ハード対策
①内水被害の軽減対策
②操作環境改善対策
③流出抑制対策
■ソフト対策
①施設操作
②早期避難の促進・啓発
③情報発信・共有
④地域防災力を向上させるまちづくり
■維持管理
①河川・雨水幹線内巡視・点検の徹底、

堆積土砂撤去・樹木伐採
②施設管理の徹底
■災害時の支援

大淀川上流内水対策検討会
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○令和5年3月に大淀川上流における内水対策の今後の対応方針を策定
〇令和5年4月より、内水対策検討会作業部会を立ち上げ、国県市が一体となり、対応方針に基づき、各機関が調
整しながら内水対策の軽減に努める

大淀川上流内水対策検討会作業部会～国・県・市の取組み～

➢大淀川上流内水被害軽減に向けた取り組み

今 後 の 対 応 方 針 の 決 定
（ 令 和 5 年 3 月 1 7 日 ）

第１回 内水対策検討会（令和4年11月28日）内

水

対

策

の

検

討

第２回 内水対策検討会（令和5年1月24日）

第３回 内水対策検討会（令和5年3月17日）

内 水 対 策 検 討 の 立 ち 上 げ
（ 令 和 4 年 1 1 月 2 8 日 ）

以 降 継 続

ハ
ー

ド
対
策

ソ
フ
ト
対

策

維

持

管

理

対 策 の 実 施
フ ォ ロ ー ア ッ プ の 実 施

内水対策検討会作業部会

内 水 対 策 検 討 会 作 業 部 会 の 立 ち 上 げ

・R5.4.11 第1回
・R5.4.25 第2回
・R5.5.18 第3回
・R5.5.30 第4回※住民部会開催
・R5.7. 7 第5回
・R5.7.18 第6回
・R5.8.24 第7回
・R5.10.3 第8回
・R5.10.26 第9回
・R5.11.14 第10回※住民部会開催
・R6.1.26 第11回
・R6.2.20 第12回
・R6.3.18 第13回
・R6.4.25 第14回
・R6.5.30 第15回※住民部会開催
・R6.10.17 第16回
・R7.1.30 第17回
・R7.5.19 第18回※住民部会開催(5/30)
・R7.11.6 第19回
・R8.2.2 第20回
・R8.5.11 第21回※住民部会開催

(6/3予定)

≪これまでの取組≫

≪令和5年度以降の取組み≫
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○大淀川上流域において、各機関が流域治水における目標設定や具体的な方策を検討する。
○令和7年度は2回開催している。（R6.6.27・R6.12.26・R7.3.25・R7.7.1R8.2.2）

大淀川上流流域水害対策検討会の開催

１．目的について
大淀川上流流域において、流域治水を進めるための方策を検討する。

２．参加自治体等
国、宮崎県、都城市、三股町、高原町、
鹿児島県、曽於市（事務局：国）

３．検討会構成メンバー
県 ：河川、都市、農政、危機管理（本庁、土木事務所、振興局）

市町 ：都市、農政、危機管理

○令和７年度の成果

・各機関における流域治水の具体的な取組内容を抽出し、検討会の中で共有
した。

・各機関の取組内容や取組状況を情報共有することで、流域治水について意
識醸成が図られている。

・各市町村毎に、雨水貯留施設（民間施設）や田んぼダム等の推進を進めて
おり協力依頼を行っているが、積極的な協力が得られていない。

○開催実績

●集水域における対策
１）雨水貯留浸透施設（調整池・公共施設）

校庭・公園・駐車場貯留
２）雨水貯留浸透施設（下水道）
３）雨水浸透貯留浸透施設（民間施設）
４）田んぼダム
５）用水路事前放流
６）ため池活用・事前放流
７）雨水貯留タンクの普及
８）雨水浸透枡の普及
９）森林の水源涵養機能の発揮
１０）貯留機能保全区域
●河川区域内における対策
１）河道掘削・築堤・引堤・ダム・遊水地等
２）利水ダム事前放流
●内水氾らん対策
１）排水施設・ポンプ
２）その他

①リスクの低いエリアへ誘導、住まい方の工夫
１）立地適正化計画の策定・見直し
２）土地利用規制の設定
３）嵩上げ、移転促進

①土地のリスク情報の充実
１）ハザードマップ（外水・内水）の公表
２）浸水想定区域（外水・内水）の公表
②被害の最小化
１）避難場所等の環境支援
２）施設の耐水化の促進
③避難に資する情報発信
１）情報発信手段の検討
⑤早期復旧に向けた取り組み
１）排水ポンプ車の整備

実施状況（R7.7.1） 実施状況（R8.2.2）

流域治水の取り組み検討項目
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宮崎市流域治水勉強会
○気候変動に伴い頻発・激甚化する水害等に対し、治水事業をはじめとし、集水域等において治水に取り組む流域治水を推進している。
○宮崎市においても、平成17年を始め、平成30年、令和4年と浸水被害が発生しており、外水、内水も含め浸水被害を防止するための方策
を検討する。
○令和7年度に第1回を開催し、令和7年度は3回開催している。（R7.7.22・R7.11.5・R8.2.13）

流域治水の取り組み検討項目

●集水域における対策
１）雨水貯留浸透施設（調整池・公共施設）

校庭・公園・駐車場貯留
２）雨水貯留浸透施設（下水道）
３）雨水浸透貯留浸透施設（民間施設）
４）田んぼダム
５）用水路事前放流
６）ため池活用・事前放流
７）雨水貯留タンクの普及
８）雨水浸透枡の普及
９）森林の水源涵養機能の発揮
１０）貯留機能保全区域
●河川区域内における対策
１）河道掘削・築堤・引堤・ダム・遊水地等
２）利水ダム事前放流
●内水氾らん対策
１）排水施設・ポンプ
２）その他

①リスクの低いエリアへ誘導、住まい方の工夫
１）立地適正化計画の策定・見直し
２）土地利用規制の設定
３）嵩上げ、移転促進

①土地のリスク情報の充実
１）ハザードマップ（外水・内水）の公表
２）浸水想定区域（外水・内水）の公表
②被害の最小化
１）避難場所等の環境支援
２）施設の耐水化の促進
③避難に資する情報発信
１）情報発信手段の検討
⑤早期復旧に向けた取り組み
１）排水ポンプ車の整備

１．目的について
宮崎市において、流域治水を進めるための方策を検討する。

２．参加自治体等
国、宮崎土木、中部農林振興局
宮崎市（土木課、危機管理課、都市計画課、下水道整備課、農村整備課）

（事務局：国）

○開催実績

・第1回（R7.7.22）
勉強会の趣旨や流域治水について説明
今後の進め方についても議論

・第2回（R7.11.5）

「明久川（吉野地区）における内水被害ゼ
ロ」、逃げ遅れゼロをテーマとし、具体的な
解決策を4班に分かれて議論。
それぞれの班から発表を行った。

・第3回（R8.2.13）

流域治水の取り組み検討項目について、各
機関毎の取り組みを共有し、意見交換を行った。

実施状況（R7.7.22）

実施状況（R7.11.5）
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○H17年9月洪水において小丸川下流の宮越地区で家屋等の甚大な浸水被害が発生。このほか、平成9年9月、平成16年8月、平成30年9
月と立て続けに浸水被害が発生していることから、国・県・町が相互に連携して「小丸川宮越地区総合内水対策計画（令和2年3月）」を策
定し、ハード・ソフト一体となった浸水被害軽減対策を実施中。

○国による排水機場整備（令和4年度完成）に合わせて、高鍋町において水害強いまちづくりの一環として、災害危険区域に関する条例を
制定。今後、区域指定等を実施予定。

○令和7年度は2回開催している。（R7.7.1R8.2.3）

11

高鍋町流域治水勉強会の開催～（小丸川）宮崎県高鍋町宮越地区～

●集水域における対策
１）雨水貯留浸透施設（調整池・公共施設）

校庭・公園・駐車場貯留
２）雨水貯留浸透施設（下水道）
３）雨水浸透貯留浸透施設（民間施設）
４）田んぼダム
５）用水路事前放流
６）ため池活用・事前放流
７）雨水貯留タンクの普及
８）雨水浸透枡の普及
９）森林の水源涵養機能の発揮
１０）貯留機能保全区域
●河川区域内における対策
１）河道掘削・築堤・引堤・ダム・遊水地等
２）利水ダム事前放流
●内水氾らん対策
１）排水施設・ポンプ（河川）
２）排水施設・ポンプ（下水道）

①リスクの低いエリアへ誘導、住まい方の工夫
１）立地適正化計画の策定・見直し
２）土地利用規制の設定
３）嵩上げ、移転促進

①土地のリスク情報の充実
１）ハザードマップ（外水・内水）の公表
２）浸水想定区域（外水・内水）の公表
②被害の最小化
１）避難場所等の環境支援
２）施設の耐水化の促進
③避難に資する情報発信
１）情報発信手段の検討
⑤早期復旧に向けた取り組み
１）排水ポンプ車の整備

１．目的について
高鍋町において、流域治水を進めるための方策を検討する。

２．参加自治体等

国、高鍋土木、児湯農林、高鍋町（事務局：国）

○令和７年度の成果
・各機関における流域治水の具体的な取組内容を抽出し、検討会の中で共有

した。
・各機関の取組内容や取組状況を情報共有することで、流域治水について意

識醸成が図られている。
・各市町村毎に、雨水貯留施設（民間施設）や田んぼダム等の推進を進めて

おり協力依頼を行っているが、積極的な協力は得られていない。
・田んぼダムについては試験的に実施している。

（児湯農林）

○開催実績

実施状況（R7.7.1） 実施状況（R8.2.3）

流域治水の取り組み検討項目

更新



■令和４年台風１４号時に発生した都城市内の内水氾濫を教訓に、流域のみんなで雨水を上手に貯め
ることで被害を減らすさまざまな事例を紹介し、流域治水を理解してもらうとともに、豪雨被害を減らす
ために、流域住民の皆様と一緒に考えることを目的としたシンポジウムをNPOと国県市が連携し開催。

概要

日時：令和７年８月３１日(日)
９：３０～１１：３０

会場：南九州大学 都城キャンパス
参加者数：１０２人（地域住民や行政職員等）

会場の様子

都城大淀川サミット
宇都理事長

宮崎地方気象台
高松防災管理官

宮崎河川国道事務所
山﨑流域治水課長

宮崎県河川課
四位課長補佐

都城市環境政策課
中沢課長

大淀川流域ネットワーク
杉尾顧問

【流域治水シンポジウム開催実績】

開催場所開催日時

都城市令和5年7月29日（土）

宮崎市令和6年6月 1日（土）

都城市令和7年8月31日（日）

宮崎河川国道事務所による
流域治水の取組事例

（雨水貯留タンク）の展示

宮崎県による
流域治水模型の展示

NPOや関係機関と連携したシンポジウムの開催

12
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○ 流域住民を対象に、流域治水を理解促進を促すため、国の施設に雨水貯留タンクを設置。

○ 溜まった水はパトロールカーの洗車などに利用するなどをPR。

都城出張所

高鍋出張所

流出抑制対策の検討（雨水浸透施設等）

宮崎出張所

宮崎河川国道事務所

13



⼤淀川⽔系⽔防災意識社会再構築協議会 ⼩丸川・⼀ツ瀬川⽔系⽔防災意識社会再構築協議会

流域治水の取り組み～自治体職員向け勉強会を開催～

○流域治水の推進には、自治体の主体的な取り組みが必要不可欠。
○宮崎県内自治体職員を対象に宮崎河川国道事務所職員が流域治水の考え方等を整理した勉強会を開催。
○みんなで取り組む流域治水に対する理解を促進するとともに、主体的な取り組みへ向けた第一歩を後押しした。

（１）流域治水に対する現状把握・問題意識

各自治体の危機管理部局を個別に訪問し、流域治水に対する現況（認識や取り組み）を聞き取り
（主な意見）
・流域治水は大河川でやるもので自分たちには関係ない
・流域治水は国がやるもの。引き続き、掘削や築堤を実施して欲しい
・そもそも自治体が何をしたら良いかわからない

→従来の治水事業の延長との意識が強いことが判明。みんなで取り組む流域治水の必要性や意義を改めて理解してもらう場が必要

（出席者の主な意見）
・国・自治体や河川・農水・下水道・都市計画など各方面からのアプローチが必要であることを知り、大変勉強になった。
・流域治水に関する政策や各種制度、資料を見るだけでは伝わらない取り組むにあたっての感覚的な部分までわかりやすく、
大変有意義だった。

・近年よく耳にする「流域治水」について聞くことができ、有意義なものとなった。住民に理解してもらうため、まずは行政が
学びを行う必要があると強く感じた。

・流域治水は国県市町村が一体となり取り組まないといけないと改めて認識した。

（２）流域治水勉強会の開催

（開催実績）
宮崎県庁、市町村職員対象：R6.5.17 33名参加(流域治水勉強会)
高原町職員対象 ：R6.9.24 6名参加(流域治水勉強会)
三股町職員対象 ：R6.9.24 10名参加(空き家対策勉強会)
都城市職員対象 ：R6.10.28 16名参加(流域治水勉強会)
曽於市職員対象 ：R6.10.28  7名参加(流域治水勉強会)

（説明資料構成）
・流域治水に取り組む背景と経緯、流域治水関連法
・自治体が主体的に取り組むための施策やツール（支援制度、水害リスクマップ等）
・具体的な進め方（先行事例紹介等）

14



林野庁 宮崎森林管理署

■河川上流域（国有林）における森林整備・治山対策

流域治水の取組内容

15



大淀川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】

被害をできるだけ防ぐ・減らすための対策 宮崎森林管理署

治山ダムによる渓床勾配安定 山腹崩壊地の復旧 適正な森林整備（保育間伐）

令和７年度

国有林内に
おける森林整備・
治山対策

植栽 171 ha

下刈 445 ha

除伐 81 ha 

保育間伐 558 ha

林道開設 220 m

谷止工 １ 基

山腹工 ２ 箇所

森林整備を行うための林道開設

○林野庁においては、⼭地災害や洪⽔被害が激甚化している中、これまでも関係機関と連携した流⽊対策や氾
濫河川上流域を対象とした森林整備・治⼭対策に取り組んでいるところ。
○今後、地球温暖化の影響に伴い、気候変動が⼀層激化することが⾒込まれる中、森林の有する⼟砂流出防⽌
や⽔源涵養機能等の適切な発揮に向け、流域治⽔の取組とも連携し治⼭対策等を推進。

工 程
事業主体実施内容対策内容区分

中長期中 期短 期

林野庁 宮崎森林管理署
森林整備（林道の開設、間伐等）
治山事業（治山ダム、山腹工等）

森林整備・保全事業
治山事業

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策 16

更新



林野庁 西都児湯森林管理署

流域治水の取組内容

17

■河川上流域（国有林）における森林整備・治山対策



河川上流域（国有林）における森林の整備・保全、治山施設等の整備（林野庁 ⻄都児湯森林管理署）
○林野庁においては、⼭地災害や洪⽔被害が激甚化している中、これまでも関係機関と連携した流⽊対策や氾濫河川上流域を対象
とした森林整備・治⼭対策に取り組んでいるところ。

○今後、地球温暖化の影響に伴い、気候変動が⼀層激化することが⾒込まれる中、森林の有する⼟砂流出防⽌や⽔源涵養機能等の
適切な発揮に向け、流域治⽔の取組とも連携し治⼭対策等を推進。
管内⼀ツ瀬川⽔系に係る国有林においても、豪⾬等に伴う⼟砂や倒⽊等の流出抑制や保⽔機能の維持を図るなど、計画的な森林
の保全・整備を進めているところ。

凡 例

国有林
国有林森林計画区
小丸川水系区域

小丸川水系流域治水プロジェクト
川南町・木城町・高鍋町のうち、国有林９，８４８haを管理

小丸川水系流域治山プロジェクト【個別対策資料】
～度重なる台風被害が発生した小丸川における防災・減災対策～

【森林の保全・整備の実施状況】

下刈 間伐後

工程実施主体実施内容対策内容区分 中⻑期中期短期

⻄都児湯森林管理署森林の整備・保全、治山施設等の
整備

森林の整備・保全
治山施設の整備

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策

⼩丸川流域の森林整備状況
（令和7年度実績）

植 付 ： 20ha
下 刈 ： 76ha
間 伐 等 ： 141ha
治 山 施 設 ： 1 箇所

(少数以下切り捨て)

治⼭施設(谷⽌工)

植 付

間 伐

下 刈植 付

18
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■河川整備（樹木伐採・河道掘削）

■公園における流出抑制対策（宮崎県総合文化公園）

■河川上流域（民有林）における森林整備・治山対策

■農業用ため池の整備

■いのちとくらしを守る土砂災害対策の推進

宮崎県

流域治水の取組内容

■河川上流域（民有林）における森林整備・治山対策

■土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害リスク情報の充実化

大淀川水系

小丸川水系
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河川整備（樹木伐採・河道掘削） 【宮崎県の事例】河川整備（樹木伐採・河道掘削） 【宮崎県の事例】

工 程
事業主体実施内容対策内容区分

中長期中 期短 期

宮崎県樹木伐採・河道掘削洪水氾濫対策
氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策

大淀川水系流域治水プロジェクト【最終とりまとめ（案） 】
～水害に強い地域づくりに向けた防災・減災対策～

大淀川水系中流域：Ｒ８年度実施予定箇所

谷
の
木
川

高崎川

谷の木川【実施後】

石氷川

○：R８予定箇所

○：R７実施箇所

【凡例】

○土砂堆積等による流下阻害で洪水氾濫が生じないよう、樹木伐採や河道掘削を実施している。
○次年度以降も、他の河川も含め５か年加速化対策において引き続き実施していく。

Ｒ７年度実績

３河川実施河川

約27百万円事 業 費

0㎡樹木伐採

約0.2万㎥河道掘削

小林土木

地区名等市町対象河川

野尻町東麓地区小林市石瀬戸川

蒲牟田地区高原町高崎川

後川内地区高原町炭床川

谷の木川【実施前】

神谷川

石瀬戸川

炭床川

20
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公園における流出抑制対策（宮崎県総合文化公園） 【宮崎県の事例】公園における流出抑制対策（宮崎県総合文化公園） 【宮崎県の事例】

工 程
事業主体実施内容対策内容区分

中長期中 期短 期

宮崎県公園における流出抑制対策洪水氾濫対策
氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策

大淀川水系流域治水プロジェクト
～水害に強い地域づくりに向けた防災・減災対策～

○県総合文化公園の芝生広場は、小松川流域における浸水被害の軽減対策として、調整池の機能を有
している。

○洪水時に公園で雨水を貯めて河川にゆっくり流れていくようにすることで、河川の水位低下を図る。

宮崎県河川課

県総合文化公園

大雨時に貯留

雨水貯留の機能を
県民にＰＲするため、
公園敷地内の掲示板
に取組紹介のパネル
を掲示。

追加

21
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河川上流域（民有林）における防災・保水機能を発揮させる森林整備・治山対策 【宮崎県の事例】河川上流域（民有林）における防災・保水機能を発揮させる森林整備・治山対策 【宮崎県の事例】

工 程
事業主体実施内容対策内容区分

中長期中 期短 期

宮崎県
森林整備（再造林、下刈り、間伐等）
治山事業（治山ダム、山腹工等）

森林整備事業
治山事業

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策

大淀川水系流域治水プロジェクト
～水害に強い地域づくりに向けた防災・減災対策～

荒廃森林（裸地化）

【流域治水への事業効果等】
（保水機能効果）

荒廃した人工林を間伐することにより、
土壌の孔隙量が増え、保水機能が向上する。

（防災・減災効果）
間伐等の適切な森林整備により、下層植生が

繁茂し、降雨に伴う土砂流出を抑制するほか、
流木の流出等による被害を防止する。

伐採後の速やかな再造林により、裸地化によ
る水土保全機能の低下を防止する。

治山ダムや山腹工により土砂や流木等の流出
を防止するとともに保安林の整備により、森林の
水源涵養機能や洪水緩和機能等を発揮させる。山腹工による土砂流出防止対策

着手前

完 成

流木及び土砂を捕捉した治山ダム 保安林整備による根系発達

【大淀川流域の森林の状況】
（宮崎市、国富町、綾町、都城市、三股町、

小林市、高原町）
森林面積：１４０，０３９ha

国有林： ７８，５５３ha
民有林： ６１，４８６ha

【大淀川流域の森林整備の実施状況】
（令和６年度）

再造林： ５０９ha 治山施工
下刈り ： ２，１７７ha ６箇所
除間伐： ２１３ha

大淀川水系に係る
民有林の分布状況

（森林整備・治山）

樹木成長 下層植生繁茂

【事 業 名】 森林整備事業・治山事業 【取組状況】 再造林、保育(下刈り、間伐等)、治山ダム、山腹工等
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農業用ため池の整備農業用ため池の整備

工 程
事業主体実施内容対策内容区分

中長期中 期短 期

宮崎県農業用ため池の整備流域の雨水貯留機能の向上
氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策

大淀川水系流域治水プロジェクト
～水害に強い地域づくりに向けた防災・減災対策～

○流域の防災・減災対策のため、農業用ため池の整備を進める。

改修工事実施中

貯留機能の向上を図るため、農業用ため池の改修工事を実施

農業用ため池整備 籾木池地区

令和７年度実績

事業費地区名

１９８，２８０千円籾木池地区

１８，８９０千円加藍尾上・下地区

１０２，０６０千円走山地区

３１９，２３０千円合計

23

更新中部農林振興局



城平川－新①

いのちとくらしを守る土砂災害対策の推進 【宮崎県の事例】いのちとくらしを守る土砂災害対策の推進 【宮崎県の事例】

工 程
事業主体実施内容対策内容区分

中長期中 期短 期

宮崎県砂防堰堤の整備土砂流出抑制対策
氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策

大淀川水系流域治水プロジェクト
～水害に強い地域づくりに向けた防災・減災対策～

○土砂や流木の流出による災害から、人命等を守ることを目的として、人家等の上流に砂防
堰堤を整備する。

実施箇所：高野谷川他１３渓流

綾町 国富町

宮崎市

砂防堰堤イメージ写真

北伊倉１谷川

吾田谷2・3・4

上北方谷1

宮崎市

下流域

片地谷川

十三谷川

下田４

東牧場川

小林市

瀬之口川

高野谷川

東田野谷川

上流域

都城市
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河川上流域（民有林）における防災・保水機能を発揮させる森林整備・治山対策 【宮崎県の事例】河川上流域（民有林）における防災・保水機能を発揮させる森林整備・治山対策 【宮崎県の事例】

工 程
事業主体実施内容対策内容区分

中長期中 期短 期

宮崎県
森林整備（再造林、下刈り、間伐等）
治山事業（治山ダム、山腹工等）

森林整備事業
治山事業

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策

【事 業 名】 森林整備事業・治山事業 【取組状況】 再造林、保育(下刈り、間伐等)、治山ダム、山腹工等

荒廃森林（裸地化）

樹木成長 下層植生繁茂

保安林整備による根系発達

【小丸川流域の森林の状況】
（高鍋町、木城町、川南町）
森林面積： １６，１１０ha

国有林： ９，７７１ ha
民有林： ６，３３９ha

【小丸川流域の森林整備の実施状況】
（令和６年度）

再造林 ： ２８ha        治山施工： １箇所
下刈り ： １４７ha
除間伐 :   １０ha

小丸川水系に係る
民有林の分布状況

流木及び土砂を捕捉した治山ダム

（森林整備・治山）

【流域治水への事業効果等】
（保水機能効果）

荒廃した人工林を間伐することにより、
土壌の孔隙量が増え、保水機能が向上する。

（防災・減災効果）
間伐等の適切な森林整備により、下層植生が

繁茂し、降雨に伴う土砂流出を抑制するほか、
流木の流出等による被害を防止する。

伐採後の速やかな再造林により、裸地化によ
る水土保全機能の低下を防止する。

治山ダムや山腹工により土砂や流木等の流出
を防止するとともに保安林の整備により、森林の
水源涵養機能や洪水緩和機能等を発揮させる。

小丸川水系流域治水プロジェクト
～度重なる台風被害が発生した小丸川における防災・減災対策～

着手前

完 成

山腹工による土砂流出防止対策

25
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県HPで土砂災害警戒区域等マップを公表
（ HP：www.sabomap/miyazaki）

公表されている公示図書の一部

土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害リスク情報の充実化 【宮崎県 高鍋・日向土木事務所】土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害リスク情報の充実化 【宮崎県 高鍋・日向土木事務所】

工 程
事業主体実施内容対策内容区分

中長期中 期短 期

宮崎県
土砂災害警戒区域等の指定による土砂
災害リスク情報の充実化

リスクの低いエリアへ誘導／住まい方の工夫
被害対象を減少させるた
めの対策

小丸川水系流域治水プロジェクト
～度重なる台風被害が発生した小丸川における防災・減災対策～

○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法）に基づき、土砂災
害により被害を受けるおそれのある場所の地形や地質、土地の利用状況等の基礎調査を実施

○令和８年３月末時点で、土砂災害警戒区域を２７３箇所、土砂災害特別警戒区域を２３５箇所を指定（高鍋町、
木城町、川南町）

○令和８年３月末時点で、土砂災害警戒区域を２,１５７箇所、土砂災害特別警戒区域を１,９０２箇所を指定（日
向市、美郷町、椎葉村（大河内除く））

○土地の改変等が確認された箇所については、順次指定箇所の見直し等を行っていく
○指定箇所については、県ＨＰで公表するとともに、市町村に情報提供を行い、ハザードマップへの反映を依頼

26
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鹿児島県

■河川整備（築堤・護岸整備・河道掘削）

流域治水の取組内容

27



河川整備（築堤・護岸整備・河道掘削） 【鹿児島県】河川整備（築堤・護岸整備・河道掘削） 【鹿児島県】

工 程
事業主体実施内容対策内容区分

中長期中 期短 期

鹿児島県築堤護岸・河道掘削洪水氾濫対策
氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策

大淀川水系流域治水プロジェクト
～水害に強い地域づくりに向けた防災・減災対策～

大淀川水系上流域：実施・予定箇所

○平成22年の浸水被害で河川改修に着手し，洪水氾濫が生じないよう，築堤・護岸及び河道掘削を実施
している。

Ｒ７年度実績

庄内川実施河川

約12千万円事 業 費

50ｍ護岸工

680ｍ築堤工

地区名等市町対象河川

関之尾町地区都城庄内川

中谷地区曽於庄内川

中谷地区曽於溝之口川

庄内川・溝之口川

実施前

○：R８予定箇所

○：R７実施箇所

【凡例】

溝之口川

庄内川

宮崎県

鹿児島県

実施中

令和4年度 築堤L＝195ｍ 令和3年度 築堤L＝120ｍ 過年度施工

河道掘削工(一部済)

溝之口川

庄内川

令和7年度 護岸L＝50ｍ

令和7年度 築堤L＝680ｍ
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宮崎市

■内水ハザードマップ作成を踏まえた雨水出水浸水想定区域図の作成

流域治水の取組内容
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内水ハザードマップ作成を踏まえた雨水出水浸水想定区域図の作成 【宮崎市】内水ハザードマップ作成を踏まえた雨水出水浸水想定区域図の作成 【宮崎市】

工 程

事業主体実施内容対策内容区分
中長期中 期短 期

宮崎市
雨水出水浸水想定区域図の
作成

水害リスク情報の提供
被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策内容

大淀川水系流域治水プロジェクト
～水害に強い地域づくりに向けた防災・減災対策～

雨水出水浸水想定区域図

【令和７年度の取り組み状況】
雨水出水浸水想定区域図の作成

想定最大規模降雨での内水氾濫におけるシミュレー
ションを実施し、雨水出水浸水想定区域図を作成。

【令和８年度の取り組み】
内水ハザードマップの作成

雨水出水浸水想定区域図を基に、危機管理課等の関

係部局と連携し、避難場所等の情報を反映させた内水
ハザードマップの作成を行う。

内水ハザードマップとは

下水道の排水能力を超えた大雨や川の増水で配水できない場
合に浸水※が想定される区域や浸水する深さなどのさまざまな
情報をまとめたマップ。

※内水氾濫 ⇔河川氾濫等の外水が要因⇒洪水ハザードマップ

内水ハザードマップの公表・活用における課題

内水ハザードマップの公表・活用にあたっては、洪水ハザード
マップとの違いを踏まえ住民にわかりやすい情報提供を行って
いく必要がある。
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流域治水の取組内容

都城市

➊内水被害軽減対策

① 雨水バイパス管整備

② 可搬式ポンプ設置

➋流出抑制対策

① 雨水貯留タンク設置補助制度創設

② ため池事前放流や田んぼダム推進

③ 雨水浸透施設の設置推進

➌その他対策

① 雨水出水浸水想定区域の指定

② 立地適正化計画の見直し

③ 浸水センサーによる浸水情報把握
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大淀川流域における流出抑制対策と内水被害軽減対策 【都城市の事例】大淀川流域における流出抑制対策と内水被害軽減対策 【都城市の事例】

大淀川水系流域治水プロジェクト
～水害に強い地域づくりに向けた防災・減災対策～

➊内水被害軽減対策
① 雨水バイパス管整備
② 可搬式ポンプ設置

➋流出抑制対策
① 雨水貯留タンク設置補助制度創設
② ため池事前放流や田んぼダム推進
③ 雨水浸透施設の設置推進

➌その他対策
① 雨水出水浸水想定区域の指定
② 立地適正化計画の見直し
③ 浸水センサーによる浸水情報把握
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●雨水対策施設を整備することで床上浸水解消を図る

1 雨水バイパス管整備

➊内水被害軽減対策

●雨水対策施設を整備することで床上浸水解消を図る

2 可搬式ポンプ設置

担当課
可搬式ポンプ
規格×台数

設置地区

維持管理課0.75ｍ3×2台金田地区

下水道課0.75ｍ3×2台宮丸地区

下水道課
農村整備課

0.75ｍ3×5台下川東地区

高城産業建設課0.75ｍ3×5台高城町石山地区

排水ポンプ可搬式ポンプ ０．７５ｍ3／秒

・ 祝吉地区において、沖水川へのバイパス管工事
（約1.2km）の整備に向け、河川管理者と占用協議を実施

・ 令和６年度に金田地区と宮丸地区に可搬式ポンプ各２台
を設置し、運用を開始

・ 令和７年度から下川東地区と高城町石山地区に可搬式ポ
ンプ各５台を設置し、令和８年から運用予定
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1 雨水貯留タンク設置補助制度創設

➋流出抑制対策

●雨水の地中浸透による流出抑制

3 雨水浸透施設の設置推進

田んぼダム

浸透側溝 浸透桝

●雨水を溜める取り組みで、浸水被害の軽減を図る

2 ため池事前放流や田んぼダム推進

●あらゆる関係者が取り組む流域治水対策

・ 一般家庭で雨水をタンクに溜めて再利用
・ 雨水貯留タンク設置費の２分の１、上限５万円の補助
・ 設置実績は、令和６年度 98基

令和７年度 42基
雨水タンク

・ 防災重点ため池11箇所とその他１箇所（観音池）の管理者
へ事前放流を依頼

・ 水利組合等に田んぼダムの目的と効果を説明し、実施に
向けた継続的な協力を依頼

・ 市道の側溝改良において雨水浸透側溝整備を実施
・ 民間事業者に対して、小規模な宅地開発においても雨水

浸透側溝等の設置を推奨
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●内水浸水発生時の迅速な避難の確保や浸水防止

1 雨水出水浸水想定区域の指定

➌その他対策

●ハザード情報及び広域連携の観点からの適正な居住誘導

2 立地適正化計画の見直し

雨水出水浸水想定区域

●浸水状況の可視化で、水防団の出動契機や冠水箇所の
交通規制の円滑化

3 浸水センサーによる浸水情報把握

浸水検知機

・ 雨水出水浸水想定区域を令和８年３月に指定及び公表
・ 令和７年度に公表された県河川及び雨水出水浸水想定

区域と現在の居住誘導区域の重複を受けて、居住誘導区
域の見直しを検討中

・ 国土交通省の実証実験に参加し、浸水の常襲箇所等
55箇所にセンサー設置

都城市役所

都城駅

沖水川

横市川

年見川

萩原川

梅北川

庄内川

大淀川

新規新規
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■河道に支障となる草木や堆積土砂等の撤去

日向市

流域治水の取組内容

■河川パトロールによる水災害リスク情報の把握

36



5

対象河川
○小丸川水系の普通河川（ツヅラ内谷川ほか５河川）

着手前 完 了

工程
実施主体実施内容対策内容区分

中⻑期中期短期

日向市河道に支障となる草木の除去洪水氾濫対策氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策

○河川パトロール等に基づき、草木繁茂や土砂、流木等の堆積により、水害発生の恐れのある箇所につい
て、伐採や土砂等の撤去を実施する。

※写真は耳川水系内ノ口川

【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】河道に支障となる草木や堆積土砂等の撤去 【日向市建設課】【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】河道に支障となる草木や堆積土砂等の撤去 【日向市建設課】

小丸川水系流域治水プロジェクト
～水害に強い地域づくりに向けた防災・減災対策～

37
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13

○普通河川のパトロールについては、⽔災害によるリスクの軽減を図り、情報を把握するため、年１回の
通常点検、異常気象時や全国的な課題や国・県からの指導等に応じて実施する緊急点検を⾏っていく。

１．点検方法
(1)通常点検
○普通河川を、災害発生の頻度や後背地の状況をもとに、Ａ（重要）、Ｂ（準重要）、Ｃ（その他）
に分類し、下記の内容で点検を実施している。

普通河川点検内容一覧 

ランク 本数 
延長 

(km) 

点検方法 

頻度 時期 

Ａ(重要) 43 71.9 年 1回 出水期前（５月下旬～６月上旬） 

Ｂ(準重要) 40 50.8 年 1回 台風接近時期前（６月～８月） 

Ｃ(その他) 38 66.2 年 1回 年間を通じて（９月～３月） 

計 121 188.9   

(2)緊急点検
○市道の異常気象時の緊急点検の際に、沿線の河川の状況を確認。
○地元住⺠や関係者からの連絡をもとに点検を実施。

２．対象河川
○小丸川水系の普通河川（ツヅラ内谷川ほか５河川）

▲点検状況（小丸川水系ツヅラ内谷川）

工程
実施主体実施内容対策内容区分

中⻑期中期短期

日向市河川パトロール（普通河川）による
水災害リスク情報の把握防災・避難体制の強化被害の軽減、早期復旧

・復興のための対策

【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】河川パトロールによる水災害リスク情報の把握 【日向市建設課】【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】河川パトロールによる水災害リスク情報の把握 【日向市建設課】

小丸川水系流域治水プロジェクト
～水害に強い地域づくりに向けた防災・減災対策～
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■小丸川宮越地区総合内水対策計画における高鍋町の取組

高鍋町

流域治水の取組内容

■雨水地下貯留施設の事例紹介
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小丸川水系流域治水プロジェクト【高鍋町防災・減災対策】

○ これまでに甚大な浸水被害が発生している小丸川下流の宮越地区において、国・県・町が相互に連携して「小丸川宮
越地区総合内水対策計画（令和2年3月）」を策定し、ハード・ソフト一体となった浸水被害軽減対策を実施。

１ 国土交通省による宮越排水機場の整備
・排水量3.90ｍ3/S
・令和４年度暫定運転開始
・令和４年１１月２３日完成式

２ 災害危険等区域の設定（排水機場付近）
・建築基準法39条の規定に基づき、令和５年度に災害

危険区域に関する条例を制定
⑴高鍋町災害危険区域に関する条例
⑵高鍋町災害危険区域に関する条例施行規則
⑶高鍋町災害危険区域内における住宅改築等補助

事業補助金交付要綱（令和７年度制定）

40

更新



流域治水の取り組み ～雨水地下貯留施設～

○ホームワイドが駐車場に雨水桝を設置している。排出は操作せず、排出溝のみで調整をする。
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■水源林造成事業による森林の整備・保全

森林整備センター

流域治水の取組内容
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令和７年度実績
植栽 15 ha
下刈 117 ha

除伐等 55 ha
間伐 8 ha

更新伐 0 ha

大淀川水系流域治水プロジェクト
～水源林造成事業による森林の整備・保全～

・⽔源林造成事業は、奥地⽔源地域の⺠有保安林のうち、所有者の⾃助努⼒等によっては適正な整備が⾒込め
ない箇所において、針広混交林等の森林を整備することにより、森林の有する公益的機能の高度発揮を図る事
業です。
・⽔源林造成事業地において除間伐等の森林整備を計画的に実施することで、樹⽊の成⻑や下層植⽣の繁茂を
促し、森林土壌等の保⽔⼒の強化や土砂流出量の抑制を図り、流域治⽔を強化促進します。
・大淀川流域における⽔源林造成事業地は、84箇所（森林面積約2,300ha）であり、流域治⽔に資する除間伐
等の森林整備を計画的に実施していきます。

針交混交林 育成複層林

⽔源林の整備

間伐実施前 間伐実施後

森林整備実施イメージ

大淀川流域における⽔源林造成事業地
大淀川流域

⽔源林造成事業地

大淀川
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令和７年度実績
植栽 3 ha
下刈 62 ha

除伐等 74 ha
間伐 52 ha

更新伐 3 ha

小丸川水系流域治水プロジェクト
～水源林造成事業による森林の整備・保全～

・⽔源林造成事業は、奥地⽔源地域の⺠有保安林のうち、所有者の⾃助努⼒等によっては適正な整備が⾒込め
ない箇所において、針広混交林等の森林を整備することにより、森林の有する公益的機能の高度発揮を図る事
業です。
・⽔源林造成事業地において除間伐等の森林整備を計画的に実施することで、樹⽊の成⻑や下層植⽣の繁茂を
促し、森林土壌等の保⽔⼒の強化や土砂流出量の抑制を図り、流域治⽔を強化促進します。
・小丸川流域における⽔源林造成事業地は、240箇所（森林面積約3,700ha）であり、流域治⽔に資する除間伐
等の森林整備を計画的に実施していきます。

針交混交林 育成複層林

⽔源林の整備

間伐実施前 間伐実施後

森林整備実施イメージ

小丸川流域における⽔源林造成事業地

小丸川流域

⽔源林造成事業地

小丸川
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